
申請期限までに必ず手続きをお願いします。

☎

≪高知市認可外保育施設物価高騰対策臨時特例給付金について≫

重要なお知らせ

対象児童
・高知市在住の児童（高知市の住民基本台帳に記録されている児童）で、
平成31年４月２日～令和８年３月31日までの間に生まれた児童

必要書類

①令和８年２月・３月分の保育料・給食費を支払った証明書（施設の証明を受けたもの）
（高知市認可外保育施設物価高騰対策臨時特例給付金給付対象費用証明書）

②振込先を確認できる通帳等
③申請書 （高知市認可外保育施設物価高騰対策臨時特例給付金給付申請書兼請求書）

申請方法

電子申請（手順は裏面へ）をご利用ください
⇒事前に必要書類①②をご準備ください（③申請書は不要）

紙での申請もできます⇒必要書類①②③を提出してください
・郵送申請の場合、②は写し（コピー）を提出
・保育幼稚園課窓口でも申請できます

※①③の様式は利用施設でお受け取りいただくか、市ホームページ保育幼稚園課の
にも掲載しています

振込予定日 令和８年６月22日（月）

申請期限 令和８年５月22日（金）

≪給付限度額一覧表≫
※証明書にて証明された金額と給付限度額のいずれか低い方の額が給付額となります。
※複数の施設を併用利用している場合や、一時的な保育を利用 している場合など、給付金の対象にならない場合があります。

【ご注意ください】 上記期限を過ぎますと、原則、申請受付できませんのでご注意ください。
郵送の場合は、令和８年５月22日(金)消印有効です。

保育料 保育料 37,000円

給食費 給食費 4,900円

保育料 給付金の対象外 保育料 給付金の対象外

給食費
7,900円

※ただし、無償化対象の
保育料と合わせて

42,000円が上限

給食費 4,900円

給付限度額（月額）
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点
）

保育の必要性がない世帯
（無償化対象外）

保育の必要性がある世帯
（無償化対象）

給付対象者給付対象者 給付限度額（月額）
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課税世帯または
保育の必要性がない世帯

（無償化対象外）
合計 42,000円

非課税世帯で保育の
必要性がある世帯
（無償化対象）




